


は し が き

　多くの顧客とさまざまな取引を行う金融機関においては、迅速かつ正確

な業務の遂行が求められ、そのためにはそれぞれの担当職務における実務

知識とともに、実務の裏付けとなる法律知識が必要となります。

　預金取引における業務は、預金の受入・管理・支払に大別されますが、

ケースに応じてさまざまな法的・実務的留意点があり、それらに対し的確

に対応するためには、民法や民事執行法・犯罪収益移転防止法などの各種

法令、普通預金規定・当座勘定規定などの各種約款に対する知識が必要で

あるとともに、実務に大きな影響を与える判例についての理解も不可欠で

す。

　本書は、上記の点を踏まえ、預金取引におけるトラブル・相談について

的確に対応できるよう、日常起こりうるさまざまな事例を設け、各種法令

や判例等をもとにわかりやすく解説するとともに、実務対応についても具

体的に解説しています。

　なお、本書は、前書「営業店のための 預金法務Ｑ＆Ａ」について全体の

内容を見直すとともに、民法・個人情報保護法等の法改正や手形交換など

の制度改正を反映して全面リニューアルしたものです。

　金融機関にはさまざまな顧客が来店し、予期せぬ質問をされたり、双方

の行き違いによりトラブルが生じることもあります。そのような事態に遭

遇した際、的確に対応できるよう、預金業務に携わる方々が本書を日常業

務の手引書として活用していただければ幸いです。

　2023年１月

 髙 橋　恒 夫　　　
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預金取引の開始1第 章
C H A P T E R  1



Q

A

❶	 預金契約の法的性質
　預金契約について判例は、「預金者が金融機関に金銭の保管を委託し、金

融機関は預金者に同種、同額の金銭を返還する義務を負うことを内容とす

るものであるから、消費寄託の性質を有するものである。」としています

（最判平成21・１・22民集63巻１号228頁）。

　そのうえで同判例は、「預金契約に基づいて金融機関の処理すべき事務に

は、預金の返還だけでなく、振込入金の受入れ、各種料金の自動支払、定

期預金の自動継続処理等、委任事務ないし準委任事務の性質を有するもの

も多く含まれている。」としています。

　民法は、寄託は当事者間の合意のみでその効力を生ずるとしており（民

2

▲  解説 e x p l a n a t i o n

預金契約の成立等1s e c t i o n

預金契約の性質と譲渡質入禁止特約の効力

預金契約は消費寄託契約であり、当事者間の合意のみ

で成立する諾成契約です。また、預金債権は、その目

的物（金銭等）を金融機関が受領した時に成立します。

預金債権に付された譲渡質入禁止特約は悪意または重

過失の譲受人等に対抗することができます。

預金契約の性質はどのようなものですか。また、預金
債権はいつ成立しますか。譲渡質入禁止特約の効力
は譲受人等に対抗できますか。

1

answer



法657条）、諾成契約としています。また、消費寄託は、原則として寄託の

規律が適用されますが（同法666条１項）、消費貸借の規定は限定的に（同

法590条・592条）準用するものとし（同条２項）、預金契約については、さ

らに同法591条２項および３項を準用（注）しています（同法666条３項）。

（注）金融機関は、定期預金等の返還時期の定めの有無を問わず、いつでも払い
戻すことができるので（同法666条３項・591条２項）、期限の利益を喪失し
た貸出債権等といつでも相殺することができます。

❷	 預金契約の成立と預金債権
　預金契約が成立した後、その目的物である金銭等を金融機関が受領した

時に預金債権が成立します。なお、預金者は、金融機関が現金等を受け取

るまでの間に預金をする必要がなくなった場合は、成立した預金契約を解

除することができますが、金融機関は、これによって損害を受けたときは、

その賠償を請求することができます（民法657条の２第１項）。

　一方、無報酬の受寄者であれば、寄託物を受け取るまで、契約の解除を

することができますが、預金契約は、原則として書面によるものであるた

め、無報酬の金融機関（受寄者）であっても、現金の引渡しがないことを

理由に、契約の解除をすることはできません（同条２項）。

❸	 譲渡質入禁止特約の効力
　民法は、譲渡質入禁止特約などの譲渡制限特約が付された金銭債権であっ

ても、有効に譲渡することができるとしていますが（民法466条２項）、預

金債権に係る譲渡制限特約の効力については、悪意または重過失の譲受人

その他の第三者に対抗することができるとしています（同法466条の５第１

項）。預金債権について譲渡制限特約が付されていることについては、預金

通帳や証書等に明記されており、これにより悪意・重過失とされた譲受人

等との関係では、預金債権の譲渡や質入は無効となります。
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Q

A

　Ａにより、氏名や金額等が記載された申込書で総合口座の新規開設の申

込がされ、金融機関の窓口担当者がこれを承諾すると、その時点でＡの総

合口座が開設されたことになり、印鑑届等の所定の手続が完了すれば、残

高０円の総合口座通帳を発行することができます。

　また、質問の場合は、Ａがカウンター上に現金100万円を置いたところ、

4

▲  解説 e x p l a n a t i o n

窓口入金による預金の成立

Ａの総合口座は、所定の事項が記載された総合口座開

設申込書を金融機関の窓口担当者が受理した時点で開

設されたことになります。しかし、金融機関は、金銭

の引渡しを受けていないので、100万円の返還義務を負

うことはありません。ただし、カウンター上に置かれ

た金銭の保管について、金融機関の善管注意義務違反

があった場合は、損害賠償請求されるおそれがありま

す。

窓口に来店したＡが、総合口座開設申込書に所定の
事項を記入して窓口担当者に提出し、さらに現金100
万円をバッグから取り出してカウンター上に置いたとこ
ろ、何者かによって現金を強奪されてしまいました。
申込書には普通預金への入金額100万円と記載されて
いましたが、この場合、Ａの総合口座は開設されたこ
とになるのでしょうか。

2

answer



何者かによって強奪されてしまい、金融機関に引き渡されていないので、

100万円の普通預金債権はこの時点では成立せず、100万円の返還義務を金

融機関が負担することもありません。

　なお、平成29年改正前民法下では、消費寄託契約は要物契約とされてい

たため、質問のような事案について判例は、預金契約はいまだ成立したと

はいえないとし、金融機関の保管責任についても否定していますが（大判

大正12・11・20法律新聞2226号４頁）、当該事案の原審では、金融機関の保

管責任を認め、それを怠ったことに対し損害賠償を命じています。

　実務の指針としては、控訴審判断が妥当であり、窓口担当者が応答した

以上、以後金融機関に保管責任があるものと考えて安全保管に努めるべき

です。

　なお、金融機関は、成立した総合口座契約について、現金が引き渡され

なかったことを理由に解除することはできません（民法657条の２第２項た

だし書。Ｑ１参照）。
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A

　預金契約は当事者の合意によって効力が生じる諾成契約と解されていま

す（Ｑ１参照）。

　質問の場合も、渉外担当者が取引先から定期預金の申込書の提出を受け、

これを承諾した時点で取引先との定期預金契約の効力が生じ、集金した時

点で定期預金債権が発生します。その後、渉外担当者が当該金銭を横領し

たり帰店途中で紛失したとしても、金融機関は、取引先に対して定期預金

元利金相当額の払戻義務を負うことになります（東京高判昭和46・12・７

金融・商事判例306号14頁参照）。

6

外訪先での預金の成立

渉外担当者が取引先から入金伝票を受理した時点で定

期預金契約が成立し、現金も受領しているので定期預

金債権も発生しています。したがって、帰店途中で紛

失したとしても、金融機関は、定期預金元利金相当額

の払戻義務を負うことになります。

渉外担当者が、取引先から定期預金預入のため金銭
を預かったものの、帰店途中で紛失してしまいました。
この場合、取引先の定期預金は成立しますか、また、
当該定期預金の払戻請求がされた場合は、どのよう
に対応すればよいでしょうか。

3
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Q

A

❶	 他店券入金の場合
　他店券（手形・小切手等）入金による預金債権の成立時期については、

取立委任説と譲渡説がありますが、判例・通説は取立委任説をとっており、

普通預金規定や当座勘定規定、代金取立規定等は、この説に従った規定と

なっています。

　取立委任説の考え方は、他店券の取立が完了した時に普通預金が成立す

る（不渡りになれば契約の効力が発生しない）というものであり（普通預

金規定ひな型４条）、取立済みとなることを条件とする停止条件（注１）付

預金契約と取立委任契約との結合した契約です。これに対し、譲渡説の考

え方は、他店券の入金と同時に預金契約が成立し、不渡りになれば預金を

取り消すというものであり、他店券の不渡を条件とする解除条件（注２）

付預金契約とするものです。

　なお、預金約款上は、通常、「証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限
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他店券・当店券の入金による預金の成立

他店券入金の場合は、他店券の取立が完了した時に普

通預金等の預金債権が成立し、当店券の場合は、当座

勘定からの当店券の引落が完了した時に預金債権が成

立します。

普通預金や当座預金に他店券や当店券の入金依頼を
受けた場合、どの時点で預金が成立するのでしょうか。

4

answer

▲  解説 e x p l a n a t i o n



の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にか

かる預金の払戻しはできません」と規定しています。民法においても、こ

の預金約款によって預金債権の成立が判断されるため、要物性の有無にか

かわらず、決済確認前は、預金債権は成立しないと解されます。

（注１）ある条件が成立した場合に契約の効力が発生するもの
（注２）ある条件が成立した場合に契約の効力が消滅するもの

❷	 当店券（小切手等）入金の場合
　当店券（小切手等）入金による預金の成立時期については、当店券の振

出人の当座勘定から当該小切手金額等の引落が完了した時に、当店券の取

立が完了し普通預金等の債権が成立する（不渡りになれば契約の効力が発

生しない）ことになります。

8



Q

A

❶	 振込による預金債権の成立時期
　振込による預金債権の成立時期については、被仕向金融機関の受入口座

（普通預金等）の勘定元帳へ入金記帳された時に、金融機関間の資金決済が

完了していなくても、普通預金債権等が成立します。

　なお、当該振込が、仕向金融機関の重複発信等の誤発信によるものであっ

た場合や、被仕向金融機関の口座相違によるものであった場合は、誤振込

先の預金債権は成立しません。ただし、振込依頼人の過誤によるものであっ

た場合は、誤振込先の口座に入金記帳された時に、誤振込先の預金債権が

発生し、誤振込先が払戻請求権を取得します（Ｑ21参照）。
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振込による預金債権の成立と振込による債
務弁済

普通預金等に振込があった場合は、被仕向銀行の受入

口座の勘定元帳へ入金記帳された時に預金債権が成立

します。また、振込による債務者（振込依頼人）の債

権者（受取人）に対する弁済の効力は、受取人の預金

口座の勘定元帳に入金記帳された時に発生します。

普通預金等に振込があった場合、どの時点で預金債
権が成立するのでしょうか。また、振込によって債務
を弁済した場合、どの時点で弁済したことになるので
しょうか。

5
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❷	 振込による債務弁済と弁済の効力の発生時期
　債務者（振込依頼人）の債権者（振込の受取人）に対する弁済が、債権

者の預金口座への振込によることが許容されている場合、振込による弁済

の効力発生時期について民法477条は、債権者が、その預金債権の債務者

（金融機関）に対して、振り込まれた金額の払戻請求権を取得した時に、弁

済の効力を生じるとしています。

　振込による預金債権は、受取人の預金口座の金融機関の勘定元帳に入金

記帳された時に発生し、振込金相当額の払戻請求権が発生するので、その

時に債務者（振込依頼人）の債権者（受取人）に対する弁済の効力が生ず

ることになります。
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